


将来においても持続可能な都市の実現に向けて、 市の都市計画に関する

基本的な方針を定めた計画です。 概ね20年後の都市の姿を見据え、 地

域特性に即した将来像を描いた、 まちづく り の指針となるものです。

都市計画マスタープランのアクショ ンプランと して、 居住や都市機能が

適切に配置されたコンパクト な都市の実現に向けた計画です。 居住や生

活利便施設など都市機能の誘導を図る区域とその誘導指針及び防災指針

などを定めます。

【 都市計画法第18条の２ 】
市町村は、 議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区
域の整備、 開発、 保全の方針に即し 、 当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるも
のとする。

※「 市町村の都市計画に関する基本的な方針」 を都市計画運用指針にて「 市町村マスタープラン」 と読み替え

【 都市再生特別措置法第81条】
市町村は、 単独で又は共同して、 都市計画区域内の区域について、 都市再生基本方針に基づ
き、 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画（ 以下、 「 立地適正化計
画」 という 。 ） を作成することができる。



⻑ 野市都市計画マスタープラン
（ 平成29年4月改定）

⻑ 野市立地適正化計画
（ 平成29年3月策定・ 令和4年9月改定）

(1)「 改定にあたって」
本マスタープラン策定の前提条件

(2)「 全体都市づく り 構想」
市全体の都市づく りの理念・ 目標、 将来都市構造や、

土地利用、 交通、 防災等の都市計画に関する分野別の方針

(3)「 地域別街づく り 構想」
市内全域12地域の特性を活かした街づく りの方針

(4)「 実現に向けて」
本マスタープランを具体的な街づく り に反映させるため、

その基本的な考え方や優先的に取り 組む事項等を明示
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計画の構成 都 市 機 能 誘 導 施 設

教育機能 大学 など

子育て支援機能 預かり 施設 など

文化機能 図書館、 美術館、 博物館 など

医療機能 公的医療機関

福祉機能 老人福祉センター



平成29年に改定した「 都市計画マスタープラン」 及び「 ⻑野市総合計画」

の改定年次が令和９ 年であることから、 改定を行う ものです。

そのアクショ ンプランである「 立地適正化計画」 も併せて改定を行います。

都市計画マスタープラン策定

Ｈ 12 Ｈ 19 Ｈ 29 Ｒ ４ Ｒ ９

立地適正化計画策定

改定（ 第１ 回）

市町村合併に伴う 改定
改定年次
（ 第２ 回）

改定年次
（ 第３ 回）

改定年次
（ 第１ 回）

改定年次
（ 第２ 回）

中間目標年次10年後

評価・ 見直し ５ 年毎



■立地適正化計画について、 令和７ 年度以降、 計画の策定に取り 組んでいない自治体は、 都市再生整備計画
事業（ 新規） の補助対象外となるなど、 国交省交付金等の必須要件化・ 重点配分要件化が進んでいる







●市民意識調査
（ 市民アンケート 等）

●素案

●パブリ ッ クコメ ント地域別懇談会

専門部会（ 計画内容について議論）

都市計画審議会（ 専門部会から報告、 専門部会へ助言）

計画の方向性の検討・ 決定

●公表

●審議会から
答申

●部⻑会議、
政策説明会

（ 中間報告）

計画改定作業

庁内・ 関係機関との調整（ 改定予定の⻑野市総合計画や関連計画）

●
1/30
審議会へ諮問

●専門部会設置

●1/14 政策説明会

● 3月 建設企業委員会

●1/7 部⻑会議 ●部⻑会議、
政策説明会

（ パブコメ前）

●部⻑会議、
政策説明会

（ 最終報告）


